
令和８年度国道２２０号亀割峠防災漁業調査業務

国道２２０号亀割峠防災事業に伴う、漁業の実態調査、漁業補償金の算定
一式

分任支出負担行為担当官
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別添１ 

契 約 理 由 書 

 

１．業務件名    令和８年度国道２２０号亀割峠防災漁業調査業務 

 

２．履行場所    鹿児島県霧島市地内 

 

３．契約の相手方  住 所： 北九州市小倉北区木町３丁目３番７号 

会社名： 株式会社中央補償コンサルタント 

電 話： ０９３－５７１－４２２９ 

 

４．契約適用法令：会計法第２９条の３第４項及び 

予算決算及び会計令第１０２条の４第三号 

 

５．当該業務の目的・内容及び契約に付する理由 

１）当該業務の目的 

本業務は、一般国道２２０号亀割峠防災工事に伴い、漁業へ影響が懸念されるこ

とから、その影響の程度について把握し、漁業の操業等の実態調査及び影響予測

を行い、漁業補償金の算定等を行う業務である。 

２）業務の内容 

本業務は、漁業影響等の概略検討・作業計画策定１式、漁業概要調査１式、漁業

実態調査１式、影響予測１式、補償金算定１式、報告書作成１式を行うものであ

る。 

３）契約に付する理由  

本業務の契約方式は、技術提案の公募を行い、提案のあった内容を総合的に評価

し、契約の相手方を特定するプロポーザル方式である。 

参加可能業者が最低１６社あることを確認の上、技術提案書の提出を公募した

ところ、１社から参加表明書が提出された。 

提出された参加表明書を精査し参加資格を有することが確認されたため、同社

を技術提案書提出者として選定しところ、技術提案書が提出された。 

補償コンサルタント業務等請負業者選定事務処理要領及びプロポーザル方式に

よる補償コンサルタント等の特定手続きにより技術提案書を審査した結果、契約

の相手方は、本業務を遂行するために必要な配置予定技術者の資格及び実績など

実施方針に係る技術力を備えていると判断され、また、実施方針・実施フロー、工

程表及びその他における提案が最も優れ、特定テーマに対する技術提案において

も最も優れた提案が行われていたものである。 

よって、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４ 第

三号により、上記契約の相手方と契約を締結するものである。 

 

（契約理由書作成者） 

鹿児島国道事務所 用地第一課長 


